
▼
紙
面
学
習
シ
リ
ー
ズ
の
19
回
目
は
、
22

年
６
月
13
日
に
成
立
し
た
刑
法
改
正
を
踏

ま
え
て
、
「
分
限
条
例
の
改
正
」
が
必
要

な
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
刑

法
改
正
と
分
限
条
例
」
に
つ
い
て
、
ご
一 

緒
に
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

▼
ま
ず
、
【
図
表
１
】
刑
法
改
正
の
概
要

か
ら
で
す
。
改
正
前
の
刑
法
９
条
に
定
め

ら
れ
て
い
る
「
懲
役
」
と
「
禁
錮
」
の
２

種
類
の
刑
罰
が
一
本
化
さ
れ
、
「
拘
禁

刑
」
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

施
行
日
は
、
来
年
の
６
月
１
日
で
す
。
少 

し
「
改
正
理
由
」
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。 
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学習の強化と交流で組織を強化しよう！ 

シ
リ
ー
ズ
⑲
『
刑
法
改
正
と
分
限
条
例
』 

組
合
員
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
ん
で
い
く
『
紙
面
学
習
』
の

19
回
目
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
れ
を
基
に
職
場
の
仲
間
の
皆
さ
ん

と
話
合
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

紙面学習 

当面の日程 
■11月9日（土）  

○12:30～県支部共済セミナー 
（福島GP or Zoom） 
 

■11月22日（金）  

○総支部単代会議 
（会津労総福祉会館） 
 

■11月29日（金）  

○17:30～磐梯町職労定期大会 
（磐梯町役場） 
 

※11月23日（土）に予定してい
た総支部学習会は、県本部日程と
重複したため延期となります。 

「
改
正
に
よ
り
、
懲
役
受
刑
者
に
科
さ
れ

て
い
る
木
工
や
洋
裁
と
い
っ
た
刑
務
作
業

が
義
務
で
な
く
な
り
、
立
ち
直
り
に
向
け

た
指
導
・
教
育
に
多
く
の
時
間
を
か
け
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
増
加
す
る
高
齢
受

刑
者
の
リ
ハ
ビ
リ
や
、
若
年
受
刑
者
の
更

生
指
導
を
手
厚
く
で
き
る
よ
う
に
な 

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

▼
次
に
、
本
題
で
あ
る
「
分
限
条
例
」
に

つ
い
て
で
す
。
【
図
表
２
】
は
、
只
見
町

の
条
例
で
す
が
、
第
１
条
に
目
的
が
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
「
分
限
」
と
は
、
職
員

の
身
分
上
の
変
動
の
こ
と
で
あ
り
、
地
方 

公
務
員
法
に
基
づ
き
、
職
員
の
意
に
反
す

る
降
任
、
免
職
及
び
休
職
の
手
続
等
に
関

し
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
、

前
述
の
「
刑
法
改
正
」
に
伴
い
改
正
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
は
【
図
表
３
】
の

と
お
り
で
す
。
「
失
職
の
例
外
」
の
と
こ

ろ
（
只
見
町
の
例
で
は
第
５
条
）
に
、

「
禁
錮
又
は
懲
役
の
刑
」
と
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
「
拘
禁
の
刑
」
に
改
正
す
る
必
要 

が
あ
り
ま
す
。 

【図表１】刑法改正の概要 

改正前  改正後 

死 刑  死 刑 

懲 役  
拘禁刑  

禁 錮  

罰 金  罰 金 

拘 留  拘 留 

科 料  科 料 

【図表２】分限条例の例 

○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例  
（只見町） 

(目的) 
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律        

第261号。以下「法」という。)第28条第3項の
規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び
休職の手続及び効果に関し規定することを目的と
する。 

（中略）—————————————————— 
(失職の例外) 
第5条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により

禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で、その刑の
執行を猶予されたものについては、情状により、
その職を失わないものとすることができる。 

【図表３】改正が必要な個所 

A：改正前(失職の例外) 
第5条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により

禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で、その刑の
執行を猶予されたものについては、情状により、
その職を失わないものとすることができる。 

▼▼▼ 
B：最低限の改正(失職の例外) 
第5条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により

拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予
されたものについては、情状により、その職を失
わないものとすることができる。 

▼▼▼ 
C：改正の理想形(失職の例外) 
第5条 任命権者は、拘禁刑に処せられた職員のう

ち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の
執行を猶予されたものについては、情状により、
その職を失わないものとすることができる。 
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機関紙の内容について職場の仲間と話し合おう！ 

 

編
集
後
記 

▼
衆
院
選
が
終
わ
り
ま
し
た
。
投
開
票

事
務
に
従
事
さ
れ
た
組
合
員
の
皆
さ

ま
、
大
変
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。
選
挙

結
果
は
、
既
に
ご
存
知
の
と
お
り
、
自

公
政
権
が
過
半
数
割
れ
と
な
り
、
自
治

労
が
推
薦
す
る
立
憲
民
主
党
が
躍
進
し

ま
し
た
。
国
民
に
と
っ
て
一
番
良
い
か

た
ち
は
「
二
大
政
党
制
」
で
か
つ
「
保

革
伯
仲
」
の
状
態
だ
と
思
い
ま
す
。
今

回
の
選
挙
で
、
そ
の
理
想
形
に
一
歩
近

づ
い
た
こ
と
に
は
な
り
ま
す
が
、
参
議

院
で
も
同
様
の
か
た
ち
に
な
ら
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、
来
年
夏
の
第

27
回
参
院
選
、
組
織
内
候
補
予
定
者

『
岸
ま
き
こ
』
の
必
勝
に
向
け
取
り
組

み
を
進
め
ま
し
ょ
う
。 

 

（
坂
内
） 

▼
そ
も
そ
も
「
失
職
の
例
外
」
と
は
何

か
？
で
す
が
、
地
方
公
務
員
法
第
28

条
第
４
項
に
「
職
員
は
、
第
16
条
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た

と
き
は
、
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る

場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
職
を
失
う
」

と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
第

16
条
各
号
」
の
中
に
「
禁
固
以
上
の

刑
」
が
あ
り
ま
す
。
要
約
す
る
と
「
地

方
公
務
員
は
、
起
訴
さ
れ
て
禁
固
以
上

の
刑
が
確
定
す
る
と
、
分
限
条
例
で
定

め
な
い
限
り
、
自
動
的
に
失
職
し 

ま
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

▼
再
度
、
【
図
表
３
】
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
Ｂ
が
「
拘
禁
刑
」
に
改
正
し
た
場

合
の
条
文
（
只
見
町
の
例
）
で
す
。
問

題
（
課
題
）
と
な
る
の
は
、
「
公
務
遂

行
中
の
交
通
事
故
」
し
か
、
救
済
で
き

な
い
と
い
う
点
で
す
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

で
起
こ
し
た
交
通
事
故

の
場
合
は
、
救
済
で
き

な
い
し
、
例
え
ば
、
イ

ベ
ン
ト
等
で
過
失
に
よ

り
死
傷
事
故
を
起
こ

し
、
禁
固
（
拘
禁
）
以
上
の
刑
が
確
定

す
れ
ば
、
こ
れ
も
救
済
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
故
意
に
起
こ
し
た
事
故
で

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
公
法
に
基

づ
き
「
失
職
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
当
局
と
し
て
も
、
「
経
験
豊
か
な

職
員
」
と
い
う
貴
重
な
財
産
を
失
う
こ 

と
に
な
る
訳
で
す
。 

総支部HP 

会津総支部ホーム
ページのトップペー
ジです。  

機関紙 

▼
そ
う
な
ら
に
よ
う
に
「
失
職
の
例

外
」
を
理
想
的
な
か
た
ち
に
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
【
図
表

３
】
の
Ｃ
で
、
県
内
の
あ
る
自
治
体
の

実
際
の
分
限
条
例
か
ら
転
載
し
た
も
の

で
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
前
述
の
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
の
交
通
事
故
も
、
イ
ベ
ン

ト
で
の
死
傷
事
故
の
場
合
も
救
済
す
る 

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

▼
理
想
的
な
「
失
職
の
例
外
」
規
定
に

改
正
さ
せ
る
最
大
の
チ
ャ
ン
ス
が
今
、

目
の
前
に
来
て
い
ま
す
。
前
述
の
と
お

り
「
刑
法
改
正
」
の
施
行
日
は
、
来
年

の
６
月
１
日
で
す
。
来
年
３
月
議
会
か

６
月
議
会
が
条
例
改
正
の
時
期
な
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
会
津
管
内
で

既
に
「
理
想
的
な
か
た
ち
」
で
規
定
さ

れ
て
い
る
の
は
、
磐
梯
町
・
会
津
若
松

市
・
下
郷
町
で
す
。
こ
れ
以
外
の
単
組

に
お
い
て
は
、
必
ず
こ
の
秋
闘
期
の
交

渉
の
中
で
、
当
局
へ
「
分
限
条
例
の
失 

総支部機関紙のバッ
クナンバーは、こち
らから。 

職
の
例
外
」
規
定
の
改
正
の
必
要
性
に

つ
い
て
説
明
し
、
粘
り
強
く
交
渉
を
進 

め
て
く
だ
さ
い
。 

▼
最
後
に
、
【
図
表
４
】
で
す
が
、
県

内
の
地
方
公
務
員
に
よ
る
交
通
事
故
の

実
例
で
す
。
こ
の
件
で
は
、
残
念
な
が

ら
、
起
訴
さ
れ
禁
固
以
上
の
刑
が
確
定

し
、
失
職
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
横
断
歩
道
上
の

歩
行
者
に
「
は
っ
」
と
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
誰
で
も
加
害
者
と
な
り 

得
る
事
故
だ
と
思
い
ま
す
。 

▼
何
れ
に
し
て
も
「
不
起
訴
」
に
な
れ

ば
、
失
職
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
自
治
労

マ
イ
カ
ー
共
済
で
は
、
事
故
受
付
後
か

ら
、
専
門
の
弁
護
士
の
先
生
と
連
携
し

て
、
「
起
訴
さ
れ
な
い
よ
う
に
」
対
応

を
進
め
ま
す
。
こ
の
「
起
訴
前
対
応
」

は
民
間
の
自
動
車
保
険
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
家
族
の
た
め
に
も
、
ま
ず
は
掛 

金
見
積
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
！ 

【図表４】失職に至った交通事故の実例 

加害者A 

被害者C 

対向車B 

【説明】 

○信号機のある交差点 

○加害者Aは、右折の際、直進してくる

対向車Bに気を取られ、横断歩道上の歩

行者Cを見落とし、接触事故 

○被害者Cは骨折し、１カ月程度入院 

○横断歩道上の事故は、交通三悪（無

免許・飲酒・速度超過）に準ずる重い

罪と判断される⇒起訴⇒免職 


